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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
、
基
本
理
念
を
定

め
る
ほ
か
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
定
義
の
見
直
し
、
地
域
生
活
支
援
事
業
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

二

基
本
理
念
と
し
て
、
障
害
者
及
び
障
害
児
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援
は

全
て
の
国
民
が
、
障
害

、

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の

理
念
に
の
っ
と
り
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重

し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
社
会
参
加
の
機
会
の
確
保
や
地
域
社
会
で
の
共
生
、
社
会
的
障
壁
の
除

去
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
。

三

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
障
害
者
」
等
に
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
等
に
よ
り
障
害
が
あ
る
者
を
加
え
る
。
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四

重
度
訪
問
介
護
の
対
象
と
な
る
者
の
拡
大
、
共
同
生
活
介
護
の
共
同
生
活
援
助
へ
の
一
元
化
を
行
う
。

、

、

五

市
町
村
が
行
う
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て

障
害
者
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
及
び
啓
発
を
行
う
事
業

意
思
疎
通
支
援
（
衆
議
院
修
正
）
を
行
う
者
を
養
成
す
る
事
業
等
を
加
え
る
。

六

基
本
指
針
に
定
め
る
事
項
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
を
加
え
、
厚
生

労
働
大
臣
は
、
障
害
者
等
の
意
見
を
基
本
指
針
へ
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

七

障
害
福
祉
計
画
に
定
め
る
事
項
に
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
等
を
加
え

（
衆
議
院
修
正

、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
、
定
期
的
に
、
障
害
福
祉
計
画
に
つ
い
て
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、

）

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

八

政
府
は
、
障
害
者
等
の
支
援
に
係
る
施
策
を
段
階
的
に
講
ず
る
た
め
、
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
在
り
方
、
障
害
支
援
区
分
（
衆
議
院
修
正
）
の
認
定
を
含
め
た
支
給
決
定
の
在
り
方
、
障
害
者
の
意
思
決
定
支
援
の
在

り
方
（
衆
議
院
修
正

、
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
障
害

）

者
等
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
検
討
を
加
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

、

。

、

、

。

九

こ
の
法
律
は

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

四
は

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る


